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（開示事項の経過）ダルビアス®/エピシル® 東南アジア・オセアニア・中東・アフリカ地域 

ライセンス契約の解除のお知らせ 

 

本日、当社取締役会は、FIREBIRD BIOLOGICS PTE LTD（本社：シンガポール、以下「Firebird」）との間で、

本年 8 月 12 日「ダルビアス®エピシル® 東南アジア・オセアニア・中東・アフリカ地域ライセンス契約締結並

びにエピシル®のシンガポール販売許可取得のお知らせ」として公表した、販売等独占的権利に関するライセン

ス契約を解除することを決議いたしましたので、以下お知らせいたします。 

1. 契約解除経緯 
当社は、本年４月 28 日に Firebird とライセンス契約を締結し、対象地域での事業立ち上げに向けて準備を

継続してまいりましたが、Firebird が当社への債務不履行（契約一時金及びマイルストン）を生じせしめ、

状況を総合的に勘案し、本契約を解除することといたしました。 

2. 契約解除の内容 
① 対象契約： 「ダルビアス®（SP-02）およびエピシル®（SP-03）の東南アジア・オセアニア・中東・

アフリカ地域に関する独占的ライセンス契約」 
② 契約締結日：2025 年 4 月 28 日（既開示） 
③ 契約解除日：2025 年 12 月 23 日 
④ 解除事由： Firebird の契約上の債務の不履行にもとづく当社の解除権行使 
⑤ 解除効果： Firebird に付与されていた諸権利が失効する 

3. 解除後の当社方針、エピシル®シンガポール販売許可取扱い 
対象地域の今後の事業展開は、ライセンスアウト先企業の再選定に着手いたします。今後再選定等が進捗

した場合には適時に開示いたします。本年 8 月開示のとおり、エピシル®は Firebird を通じてシンガポー

ル当局より販売許可を取得しております。当該販売許可の効力および今後の取扱いにつきましては、関係

当局等との協議により整理を進めております。 

4. 業績への影響 
当社は、Firebird が創業間もないことに鑑み、本契約の契約一時金及びマイルストンを本年度第 2 四半期

及び第 3 四半期決算において収益計上しておらず、過去の公表損益計算書の修正は生じません。当社 2025
年度業績予想への影響は、本日別報の「2025 年 12 月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」を別途ご

参照ください。 

以上 

 
注意事項： このプレスリリースに記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断す

る一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。様々な要因により、実際の業績等が変動する可能性

があることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、為替レートの変動、競

争状況などがあります。また、このプレスリリースに含まれている医薬品又は医療機器（開発中のものを含む）に関する情報は、宣伝広告、医

学的アドバイスを目的としているものではありません。 


